
徳
島
県
規
則
第
三
十
三
号

徳
島
県
公
共
工
事
標
準
請
負
契
約
約
款
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
公
共
工
事
標
準
請
負
契
約
約
款
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
公
共
工
事
標
準
請
負
契
約
約
款
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
徳
島
県
規
則
第
百
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
第
三
条
第
二
項
中
「
十
日
」
を
「
十
四
日
」
に
改
め
る
。

本
則
の
第
四
条
中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と

し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

受
注
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
証
券
の
寄
託
に
代
え
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る

方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
（
以
下
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て

、
履
行
保
証
保
険
契
約
の
相
手
方
が
定
め
、
発
注
者
が
適
当
と
認
め
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
受
注
者
は
、
当
該
保
険
証
券
を
寄
託
し
た
も
の
と
み
な
す
。

本
則
の
第
三
十
五
条
第
八
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同

条
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七

項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
、
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三

項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

受
注
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
保
証
証
書
の
寄
託
に
代
え
て
、
電
磁
的
方
法
で
あ
つ
て
、
保
証
契

約
の
相
手
方
た
る
保
証
事
業
会
社
が
定
め
、
発
注
者
が
適
当
と
認
め
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
受
注
者
は
、
当
該
保
証
証
書
を
寄
託
し
た
も
の
と
み
な
す
。

本
則
の
第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
前
条
第
五
項
」
を
「
前
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
中
第
三
項
を
第

四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

受
注
者
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
保
証
証
書
の
寄
託
に
代
え
て
、
電
磁
的
方
法
で
あ
つ

て
、
保
証
契
約
の
相
手
方
た
る
保
証
事
業
会
社
が
定
め
、
発
注
者
が
適
当
と
認
め
る
措
置
を
講
ず
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
受
注
者
は
、
当
該
保
証
証
書
を
寄
託
し
た
も
の
と
み
な
す
。

本
則
の
第
五
十
七
条
第
二
項
中
「
監
理
技
術
者
等
」
の
下
に
「
、
専
門
技
術
者
」
を
加
え
る
。

本
則
の
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

，
、

「

収
入
印
紙

本
則
の
様
式
第
一
号
中

貼
付
欄

を
削
り
、
「保

有
す
る

」
の
次
に
「た

だ
し

契
約
書

。
、

」

に
代
え
て
契
約
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
作
成
す
る
場
合
は

当
事
者
が
電
子

、

署
名
を
行
つ
た
上

各
自
そ
の
電
磁
的
記
録
を
保
管
す
る

」
を
加
え
、
「印

」
及
び
「㊞

」
を
削
る
。

、
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



２

改
正
後
の
徳
島
県
公
共
工
事
標
準
請
負
契
約
約
款
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の

日
以
後
に
締
結
す
る
請
負
契
約
（
同
日
前
に
徳
島
県
契
約
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
規
則
第

三
十
九
号
）
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
、
同
規
則
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
又
は

同
規
則
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
契
約
書
案
そ
の
他
見
積
り
に
必
要
な
事
項
の
提
示
を
行
っ
た
も
の

を
除
く
。
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。


